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資 料 編 
１ 策定の経緯 

期 間 項 目 内容等 

令和元年12月20日 
～令和２年１月10日 

アンケート調査 
※在宅介護実態調
査のみ聞き取り調
査のため、10月より
調査開始 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、在宅介
護実態調査、第７期経過介護実態調査、介護
人材実態調査、介護休業等実態調査の５つの
調査を実施。 
※調査概要については、資料編136頁を参照。 

令和２年６月30日 第１回策定委員会 

・瀬戸市高齢者総合計画の位置づけ 
・瀬戸市高齢者総合計画実態調査結果報告 
・瀬戸市高齢者総合計画策定スケジュー

ルについて 

令和２年10月12日 第２回策定委員会 

・第７期瀬戸市高齢者福祉計画・介護保険事
業計画実績評価について 

・瀬戸市高齢者総合計画（第８期瀬戸市高齢
者福祉計画・介護保険事業計画）の施策体
系・骨子案について 

令和２年12月３日 第３回策定委員会 
・瀬戸市高齢者総合計画（第８期瀬戸市高齢
者福祉計画・介護保険事業計画）素案につ
いて 

令和２年12月18日 
～令和３年１月22日 

意見募集 
（パブリックコメ
ント） 

計画案への意見募集 

令和３年３月17日 第４回策定委員会 

・パブリックコメントの実施結果について 
・瀬戸市高齢者総合計画（第８期瀬戸市高齢
者福祉計画・介護保険事業計画）計画案に
ついて   
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２ 第８期介護保険事業計画関連法律等の動向 
地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律（令和２年法律第52

号）が令和３年４月に施行されます。改正法の内容は、地域共生社会の実現を図るため

に、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な福祉サービス提供体

制を整備する観点から、市町村の包括的な支援体制の構築の支援、地域の特性に応じた

認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の促進、医療・介護のデータ基盤の整備の

推進、介護人材確保および業務効率化の取組みの強化、社会福祉連携推進法人制度の創

設等の所要の措置を講ずることとされています。 

 

① 地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援
体制の構築の支援 

市町村において、既存の相談支援等の取組みを活かしつつ、地域住民の抱える課題
の解決のための包括的な支援体制の整備を行う、新たな事業およびその財政支援等の
規定を創設するとともに、関係法律の規定の整備を行う。 

② 地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進 
ⅰ 認知症施策の地域社会における総合的な推進に向けた国および地方公共団体の努

力義務を規定する。 
ⅱ 市町村の地域支援事業における関連データの活用の努力義務を規定する。 
ⅲ 介護保険事業(支援)計画の作成にあたり、当該市町村の人口構造の変化の見通しの

勘案、高齢者向け住まい（有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅）の設置状
況の記載事項への追加、有料老人ホームの設置状況に係る都道府県・市町村間の
情報連携の強化を行う。 

③ 医療・介護のデータ基盤の整備の推進 
ⅰ 介護保険レセプト等情報・要介護認定情報に加え、厚生労働大臣は、高齢者の状態

や提供される介護サービスの内容の情報、地域支援事業の情報の提供を求めること
ができると規定する。 

ⅱ 医療保険レセプト情報等のデータベース（NDB）や介護保険レセプト情報等のデータベ
ース（介護DB）等の医療・介護情報の連結精度向上のため、社会保険診療報酬支払
基金等が被保険者番号の履歴を活用し、正確な連結に必要な情報を安全性を担保
しつつ提供することができることとする。 

ⅲ 社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務に、当分の間、医療機関
等が行うオンライン資格確認の実施に必要な物品の調達・提供の業務を追加する。 

④ 介護人材確保および業務効率化の取組みの強化 
ⅰ 介護保険事業（支援）計画の記載事項として、介護人材確保および業務効率化の取

組みを追加する。 
ⅱ 有料老人ホームの設置等に係る届出事項の簡素化を図るための見直しを行う。 
ⅲ 介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る現行５年間の経過措置を

さらに５年間延長する。 

⑤ 社会福祉連携推進法人制度の創設【社会福祉法】 
社会福祉事業に取り組む社会福祉法人やNPO法人等を社員として、相互の業務連携

を推進する社会福祉連携法人制度を創設する。  
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３ 基本指針に沿った第８期介護保険事業計画の改定ポイント 
第８期計画の「基本指針」は、社会保障審議会介護保険部会の「介護保険制度の見直

しに関する意見」を踏まえて改訂されました。 

 

① ２０２５・２０４０年を見据えたサービス基盤、人的基盤の整備 
➤ ２０２５・２０４０年を見据え、地域ごとの推計人口等から導かれる介護需要等を踏まえ

て計画を策定 

② 地域共生社会の実現 
➤ 地域共生社会の実現に向けた考え方や取組みについて記載 

③ 介護予防、健康づくり施策の充実・推進（地域支援事業等の効果的な実施） 
➤ 一般介護予防事業の推進に関して「PDCAサイクルに沿った推進」、「専門職の関与」、

「他の事業との連携」について記載 
➤ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施について記載 
➤ 自立支援、介護予防・重度化防止に向けた取組みの例示として就労的活動等につ

いて記載 
➤ 総合事業の対象者や単価の弾力化を踏まえて計画を策定 
➤ 保険者機能強化推進交付金等を活用した施策の充実・推進について記載 

（一般会計による介護予防等に資する独自事業等について記載） 
➤ 在宅医療・介護連携の推進について、看取りや認知症への対応強化等の観点を踏ま

えて記載 
➤ 要介護（支援）者に対するリハビリテーションの目標については国で示す指標を参考に

計画に記載 
➤ PDCAサイクルに沿った推進にあたり、データの利活用を進めることやそのための環境

整備について記載 

④ 有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅に係る県・市町村間の 
情報連携の強化 
➤ 住宅型有料老人ホームおよびサービス付き高齢者向け住宅の設置状況を記載 
➤ 整備にあたっては、有料老人ホームおよびサービス付き高齢者向け住宅の設置状況

を勘案して計画を策定 

⑤ 認知症施策推進大綱を踏まえた認知症施策の推進 
➤ 認知症施策推進大綱に沿って、認知症の方ができる限り地域のよい環境で自分らしく

暮らし続けることができる社会の実現を目指すため、５つの柱に基づき記載（普及啓
発の取組みやチームオレンジの設置および「通いの場」の拡充等について記載） 

➤ 教育等他の分野との連携に関する事項について記載 

⑥ 地域包括ケアシステムを支える介護人材確保および業務効率化の取組みの強化 
➤ 介護職員に加え、介護分野で働く専門職を含めた介護人材の確保の必要性につい

て記載 
➤ 介護現場における業務仕分けやロボット・ICTの活用、元気高齢者の参入による業務

改善など、介護現場革新の具体的な方策を記載 
➤ 総合事業等の担い手確保に関する取組みの例示としてボランティアポイント制度等に

ついて記載 
➤ 要介護認定を行う体制の計画的な整備を行う重要性について記載 
➤ 文書負担軽減に向けた具体的な取組みを記載 

⑦ 災害や感染症対策に係る体制整備 
➤ 近年の災害発生状況や、新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、これらへの備え

の重要性について記載   
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４ 瀬戸市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会運営規則 
○瀬戸市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会運営規則 

平成 25年 9月 25日 

規則第 23号 

(平 29規則 15・題名改称) 

改正 平成 29年 3月 31日規則第 15号 

(趣旨) 

第 1条 この規則は、瀬戸市附属機関設置条例(平成 25年瀬戸市条例第 17号。以下「条例」

という。)第 5条の規定に基づき、瀬戸市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会

(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

(平 29規則 15・一部改正) 

(担任事務) 

第 2条 条例第 3条に規定する委員会の担任する事務の細目については、次に掲げる事務と

する。 

(1) 老人福祉法(昭和 38年法律第 133号)第 20条の 8の規定に基づく瀬戸市高齢者福祉計画

の策定に関して、必要な調査及び審議 

(2) 介護保険法(平成 9年法律第 123号)第 117条の規定に基づく瀬戸市介護保険事業計画の

策定に関して、必要な調査及び審議 

(3) その他市長が意見を求めた事項についての調査及び審議 

(平 29規則 15・一部改正) 

(委員) 

第 3条 委員会の委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。 

(1) 保健又は医療の専門的知識を有する者 

(2) 福祉又は介護の専門的知識を有する者 

(3) 市民の代表者 

(4) 学識経験者 

(5) その他市長が必要と認める者 

2 委員の任期は、第 2条で規定する担任事務の終了をもつて終わるものとする。 

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

(委員長及び副委員長) 

第 4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。 

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

(会議) 

第 5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 
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3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

(部会) 

第 6条 委員会は、専門的事項を調査及び審議する必要があるときは、部会を置くことがで

きる。 

2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。 

3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。 

4 部会長は、当該部会において調査及び審議を行つた事項について、会議に報告しなければ

ならない。 

(議事録) 

第 7条 委員会は、会議の終了後、速やかに議事録を作成する。 

(庶務) 

第 8条 委員会の庶務は、健康福祉部高齢者福祉課において処理する。 

(平 29規則 15・一部改正) 

(委任) 

第 9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会

に諮つて定める。 

附 則 

この規則は、平成 25年 10月 1日から施行する。 

附 則(平成 29年 3月 31日規則第 15号) 

この規則は、平成 29年 4月 1日から施行する。 
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５ 策定委員名簿 
※敬称略、順不同 

所属機関・団体等 氏 名  
名古屋学院大学 伊 澤 俊 泰 委員長 

一般社団法人 瀬戸旭医師会 鳥 井 彰 人 副委員長 

一般社団法人 瀬戸歯科医師会 加 藤 千 博  

愛知県瀬戸保健所 鈴 木 康 元  

社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会 伊 里 みゆき  

瀬戸介護事業連絡協議会 鈴 木 伸一郎  

瀬戸市民生委員児童委員協議会 丹 羽  薈   

生活支援コーディネーター（第一層） 松 田 久美子  

特定非営利活動法人 

瀬戸地域福祉を考える会まごころ 
大 秋 惠 子  

瀬戸市自治連合会 伊 藤  勉   

市民代表 太 田 眞知子  

市民代表 服 部 悦 子    
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６ パブリックコメント概要 
（１）募集期間 

令和２年12月18日～令和３年１月22日 

（２）閲覧場所 
市役所（２階 高齢者福祉課、１階 市政情報コーナー）、支所（水野、品野、幡山）、

市民サービスセンター（パルティせと、菱野団地）、瀬戸市社会福祉協議会、地域包括

支援センター、市ホームページ 

（３）提出方法 
郵送、電子メール、FAXおよび窓口（直接持参）による方法 

（４）募集結果 
① 意見提出人数 

９名（窓口１名、メール１名、FAX７名） 

② 合計意見件数 
38件 
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７ 第６次瀬戸市総合計画の施策体系 
 

 

 

   

＜都市像①＞ 

活力ある地域
経済と豊かな
暮らしを実感
できるまち 

＜都市像②＞ 

安心して子育
てができ、 

子どもが健や
かに育つまち 

＜都市像③＞ 

地域に住まう
市民が自立し
支え合い、 

笑顔あふれる
まち 

＜行 政＞ 

<
将
来
像
> 

住
み
た
い
ま
ち 

誇
れ
る
ま
ち 

新
し
い
せ
と 

a 計画的･効率的な財政運営 e 税収･財源の確保 
b 公共施設・資産等の総合管理 f 情報の管理と戸籍制度等の適切な運用 
c 職員の人材育成等 g 効果的な広報･広聴 
d 行政事務の品質向上 h 他自治体との広域連携 

○第６次瀬戸市総合計画の推進に係る組織統制と基盤強化 

a コミュニティビジネスの創出支援 
b 就職支援 

c 起業・創業支援 
d ツクリテ支援、若手作家、 
職人の活動支援 

e 起業家に対する定住支援 
f 障害者や生活困窮者などへの 
就労支援 

⑵年齢や性別にかかわらず、 

働くことや起業・創業に 

挑戦できるまちづくり 

a 企業誘致、先端産業誘致・育成 
b 産官学金連携によるビジネス 
モデル構築支援 

c 雇用対策と人材の確保・流失防止 
d 地域産業の振興 
e 農業振興と農業の６次産業化 
f 地域の産業を支える人材育成 
g 新産業の創出 

⑴地域産業の振興と人材の 

活躍促進 

a 特色あるキャリア教育等の推進 
b 将来を見据えた教育の実施 
c 確かな学力の定着と向上 
d 豊かな心の育成 
e 新鮮な農産物の提供による安全･ 
安心な学校給食等 

f 信頼される学校づくりの推進 
g 教育サポートセンターの充実 
h 学校地域コーディネーターの配置 
i 規則正しい生活習慣の定着と健康 
の増進 

j 体力の向上とスポーツの振興 
k 特別支援教育の展開 
l 外国籍児童等への学習支援 

⑵瀬戸で学び、瀬戸で育てて 

よかったと思える教育の実現 

a 子育て総合支援センターの創設 
b 妊娠・出産への支援 
c 子どもの健康の保持･増進 
d 子育てサービスの整備・充実 
e 食育の推進 
f 保育園・幼稚園・小中学校の 
連携強化 

g 障害児への支援 
h 障害児の保護者・介助者への支援 
i 子どもの健康増進と心･身体の育成 
j 外国籍児童等への学習支援 
k 子どもの貧困に対する支援 

⑴ライフステージに応じた切れ目

のない子ども・子育ての支援 

a 地域包括ケアシステムの構築 

b 家族介護者の負担軽減を図る 

取り組み 

c 円滑なボランティア活動のための 

仕組みづくり 

d 高齢者が活躍できる環境づくり・ 

居場所づくり 

e 認知症高齢者と家族の支援 

f 独居高齢者の日常生活の支援 

⑵高齢者が生きがいを持って 

活躍し、支え合いにより、 

安心して暮らせるまちづくり 

a 市民の主体的な健康づくりの推進  
b 多面的な生活習慣病対策 
c 市民の健(検)診受診率向上 
d 各種保険制度の適切な運用 

e 介護予防事業の推進 

⑴誰もがいきいきと、健康に 

暮らすことができるまちづくり 
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a 観光産業の振興 
b 瀬戸らしい“暮らし”の創出 
c 市内外への「せとまちブランディン
グ」の展開 

d 戦略的な広報の推進 
e 陶磁器産業のブランド化 
f 姉妹都市などの都市間交流の促進 

⑶地域経済の活性化につながる 

地域資源を活かしたシティ 

プロモーションの展開 

a 子育てサービスの整備・充実 
b 保育園・幼稚園・小中学校の 
連携強化 

c ワーク・ライフ・バランスの推進、
女性活躍･男女共同参画推進 

d 高齢者人材の活躍支援 

e 各種セーフティネット整備･充実 
f 働く世代に対する健康増進 

⑷誰もがいきいきと、安心して 

働くことができるまちづくり 

a 広域ネットワークを形成する 
幹線道路の整備 

b 道路・河川施設等の適切な維持管理 
c 地域資源を活かした都市景観の形成 
d 地域経済を支える有効な土地利用 
e 拠点を交通ネットワークでつないだ
コンパクトなまちづくり 

f 名古屋市へのアクセスの向上 
g 公共交通ネットワークの再構築 
h ＩＣＴ推進のための基盤整備 

⑸市民生活の利便性を高め、 

企業活動の活性化につながる 

都市基盤の整備 

a 地域住民と学校との連携 

b 育児サロンや保育園などを活用した
子育て支援 

c 高齢者による子育てサポーターの 

養成と活動の場の創出 

d 多子世帯・障害児・外国籍市民への
支援 

e 家庭教育の充実 
f 地域とともにある学校づくり 
g 子どもの健やかな心と身体の育成 
h 婚活支援 

⑶多世代が子育てに関わること

のできるまちづくり 

a 公園や歩道など子育てのための都市
基盤の整備･維持管理 

b 面的整備事業による新たな 
まちづくり 

c コンパクトシティの推進 
d 鉄道駅のバリアフリー化 
e ユニバーサルデザインの推進 
f 水や緑との触れあいの場の創出 
g 自然環境の保護・保全 
h 安全で安心な水の供給 
i 日常生活を支える排水路施設の整備・
維持管理 

j 汚水処理人口普及率の向上 
k 空き家活用・解体等の支援 

⑸都市基盤整備による居住環境の

魅力向上と未来に向けた良好な

環境の継承 

a 子育て・教育に関するシティプロ
モーションの展開 

b 市民自らが情報を発信できる体制
づくり 

c 移住･定住支援･総合相談 
d ３世代同居・近居の促進 
e 中心地区への住み替え支援 

⑷子育て世代に向けた魅力 

あふれる子育て情報の発信と 

定住の促進 

a 地域生活支援事業の効果的な実施 
b 福祉総合相談窓口の充実 

c 個人が気軽に社会参加できる 

仕組みづくり 

d 地域力向上に向けた活動の推進・ 

支援 

e 地域活動を通した健康と福祉施策 

推進の取り組み 

f 地域力･市民力を活かした障害者 
を支える仕組みづくり 

g 生活困窮者の自立に向けた支援 
h 市民活動の推進と拡充への支援 

⑶誰もが自立し、地域で支え合い

ながら生きがいをもって安心

して暮らせるまちづくり 

a 温暖化防止･省エネ等への取り組み 
b 地域清掃･環境美化 
c ごみ減量の促進・一般廃棄物の 
収集運搬 

d し尿処理施設の適正な管理運営 
e 公衆衛生に関わる公共施設の 
適正な管理･運営 

f 消費生活センターの運営 
g 火災予防体制の充実 
h 消防･救急体制の充実 
i 地域防災力の向上 
j 防犯･交通安全の推進 
k 企業の地域活動参画などの 
ＣＳＲ支援･促進 

⑷地域の生活環境の向上と安

全･安心な地域づくり 

a 生涯学習の推進 

b 図書館サービスの充実 
c 生涯スポーツの振興 

d 文化財等の伝統文化の継承と 
陶芸文化の新しい活用 

e 郷土の祭や伝統･文化の継承 
f 文化芸術活動の支援や奨励 
g 多文化共生社会の推進 
h 姉妹都市などの都市間交流の促進 

⑸誰もが生涯にわたって学び、郷土

に対する誇りと愛着を深める

豊かな地域づくり 
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８ アンケート調査概要 
（１）瀬戸市高齢者総合計画実態調査について 

「瀬戸市高齢者総合計画」の策定にあたっては、高齢者等の日常生活実態および介護

者の介護実態を把握し、本市における地域を含めた課題整理を行い、今後目指すべき地

域包括ケアシステム構築のあり方とサービス基盤の方向性を検討し、将来推計の基礎

資料を得るため、「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」「在宅介護実態調査」「第７

期経過介護実態調査」「介護人材実態調査」「介護休業等実態調査」を実施しました。 

※ 調査結果の詳細は「瀬戸市高齢者総合計画実態調査報告書」をご覧ください。 

① 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 
「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」は、要介護状態になる前の高齢者に対する

「要介護度の悪化につながるリスクの発生状況」および「要介護度の悪化に影響を与

える日常生活の状況」のアンケートを実施し、地域包括ケアシステム構築のための地

域課題の抽出とサービス基盤の方向性を検討するための基礎資料を得ることを目的と

しています。 

 

調査対象者 
令和元年 11 月 30 日現在、瀬戸市に居住する要介護１～５の
認定を受けていない 65 歳以上の一般高齢者および要支援認
定者の中から 2,500 人（500 名×５圏域）を無作為抽出 

2,500 人 

調査方法 令和元年 12 月 20 日～令和２年１月 10 日、郵送調査  

調査票の設計 

１ あなたのご家族や生活状況について ９設問 

２ からだを動かすことについて ５設問 

３ 外出について 17 設問 

４ 食べることについて 11 設問 

５ 毎日の生活について 20 設問 

６ 地域での活動について ４設問 

７ あなたとまわりの人の「たすけあい」について ８設問 

８ 健康について ９設問 

９ 今後の生活について ３設問 

10 認知症にかかる相談窓口の把握について ３設問 

設問数合計 89 設問   
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■４つの高齢者像判定条件 
項 目 判定条件 

健康的な高齢者 

 
元気高齢者 

※要支援・要介護認定者を除く65歳以上の高齢
者のうち、介護予防事業対象者、生活支援事
業対象者に該当していない、健康で元気に暮
らしている65～74歳（前期高齢者）の方。 

以下の条件をすべて満たす方。 

●要支援・要介護認定者以外 
●介護予防事業対象者以外 
●生活支援事業対象者以外 
●74歳以下 
●問８-（１）で「１．とてもよい」に回答 

一般高齢者（旧一次予防事業対象者） 

※要支援・要介護認定者を除く65歳以上の高
齢者のうち、元気高齢者、介護予防事業対象
者、生活支援事業対象者に該当していない方。 

以下の条件をすべて満たす方。 

●要支援・要介護認定者以外 
●介護予防事業対象者以外 
●生活支援事業対象者以外 
●元気高齢者以外 

介護予防事業対象者 

 

以下の条件をすべて満たす方。 

●「虚弱リスク」「運動器の機能低下リスク」
「低栄養リスク」「口腔機能低下リスク」「閉
じこもりリスク」「物忘れリスク」及び「う
つ傾向リスク」の７つのリスク判定のうちい
ずれかに該当 

生活支援事業対象者 

※下記①②に該当する方々 

①要支援認定者 

②介護予防事業対象者及び、要支援・要介護認定
者を除く65歳以上の高齢者で「１人暮らし世帯」
または「（65歳以上）夫婦２人世帯」となる方。 

以下の①②の条件を満たす方。 

①要支援認定者 or 

②介護予防事業対象者 

且つ 

●問１-（１）で、「１．１人暮らし」または「２．
夫婦２人暮らし（配偶者65歳以上）」に回答 

※介護予防事業対象者と生活支援事業対象者には該当者の重複があります。 

※『虚弱な高齢者』とは、『要支援認定者』と一般高齢者のうち「運動器の機能低下リスク」「低栄養リスク」
「口腔機能低下リスク」「閉じこもりリスク」「物忘れリスク」「うつ傾向リスク」及び「虚弱リスク」の
７つのリスク判定のいずれかに該当し「介護予防事業対象者」と判定された高齢者の方を示します。 
なお、「虚弱リスク」とは定義が異なります。 

② 在宅介護実態調査 
「在宅介護実態調査」は、これまでの「地域包括ケアシステムの構築」という観点に

加え、「介護離職をなくしていくためにはどのようなサービスが必要か」といった観点

を盛り込むため、在宅介護を受けている要介護等認定者の方やその方々を介護する家

族に対してアンケートを実施し、「在宅生活の継続」や「介護者の就労継続」に有効な

介護サービスの在り方を検討するための基礎資料を得ることを目的としています。 

また、今回から調査方法を従来の「郵送調査」から国が推奨している「認定調査員に

よる聞き取り調査」に変更しました。 
 

調査対象者 

調査日現在、瀬戸市に居住する 65 歳以上で要介護認定を受け
ている高齢者およびその主介護者 
（なお、アンケート調査は認定更新時の訪問調査の際に実施したものであり、
報告書の調査結果の分析では、アンケート調査時の要介護認定から要支援認
定となった方が含まれています。） 

321 人 

調査方法 
令和元年 10 月 17 日～令和２年１月 31 日、認定調査員による
聞き取り調査 

 

調査票の設計 

Ⅰ ご本人（要介護認定者）の状況について ２設問 

Ⅱ 主な介護者等の状況（属性等）について ６設問 

Ⅲ 支援・サービス・訪問診療の利用状況・ニーズについて ７設問 

Ⅳ 主な介護者の就労状況について ４設問 

Ⅴ 介護生活を続ける際の不安や困りごと 11 設問 

設問数合計 30 設問 
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③ 第７期経過介護実態調査 
「第７期経過介護実態調査」は、第７期計画策定における「在宅介護実態調査」に協

力いただいた方の現在の在宅介護生活の実態を把握し、地域が目指すビジョンの明確

化、それを見据えたサービス提供体制、見込み量を検討するための基礎資料を得るこ

とを目的としています。 

なお、本調査は第８期計画策定に向けて国が新たに推奨した「居所変更調査（新規入

居・退去の流れ、理由を把握し、住み慣れた住まい等で暮らし続けるために必要な機能

等を検討することを目的とする）」、および「在宅生活改善調査（現在のサービス利用で

は、生活の維持が難しくなっている利用者の実態把握を目的とする）」を踏まえて実施

しました。 
 

調査対象者 
瀬戸市に居住する 65 歳以上で要介護認定を受けている方の
うち、平成 28 年度の在宅介護実態調査を受けられた高齢者お
よびその主介護者の中から 300 人を無作為抽出 

300 人 

調査方法 令和元年 12 月 20 日～令和２年１月 10 日、郵送調査  

調査票の設計 

Ⅰ 要介護認定者ご本人の状況について 10 設問 

Ⅱ 主な介護者等の状況（属性等）について ６設問 

Ⅲ 支援・サービス・訪問診療の利用状況・ニーズについて ７設問 

Ⅳ 主な介護者の就労状況について ４設問 

Ⅴ 介護生活を続ける際の不安や困りごと 11 設問 

設問数合計 38 設問 

④ 介護人材実態調査 
「介護人材実態調査」は瀬戸市内に事業所のあるすべての訪問介護事業所、訪問入

浴介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所に所属する職員の皆様にアンケートを

実施し、職員の性別・年齢別・資格の有無別等の詳細な実態を把握し、介護人材の確保

に向けて必要な取組み等を検討するための基礎資料を得ることを目的としています。 

 

調査対象者 
瀬戸市内に事業所のあるすべての訪問介護事業所、訪問入浴
介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所に所属する職員 

547 人 

調査方法 令和元年 12 月 20 日～令和２年１月 10 日、郵送調査  

調査票の設計 設問数合計 ６設問 

⑤ 介護休業制度等実態調査 
「介護休業等実態調査」は、瀬戸商工会議所等に協力いただき、介護休業制度の利用

状況や企業の取組み等の実態を得ることで「介護者の就労継続」への課題把握や離職

せずに仕事を継続できる仕組みづくりの検討をするための基礎資料を得ることを目的

としています。（調査委託先 株式会社広瀬企画） 

 

調査対象者 瀬戸商工会議所に入会されている会員企業 1,960 事業所 

調査方法 令和元年 12 月 13 日～令和元年 12 月 27 日、郵送調査  

調査票の設計 設問数合計 ７設問   
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（２）各調査の回答状況 
① 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

■ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の回答状況 
圏域名 調査票の配布数(人) 有効回答数(人) 有効回答率(％) 

市全域 2,500 1,730 69.2％ 

北部圏域 500 342 68.4％ 

東部圏域 500 350 70.0％ 

中部圏域 500 348 69.6％ 

西部圏域 500 335 67.0％ 

南部圏域 500 355 71.0％ 

② 在宅介護実態調査 
■ 在宅介護実態調査の回答状況 

 調査票の配布数(人) 有効回答数(人) 有効回答率(％) 

市全域 321 310 96.6％ 

③ 第７期経過介護実態調査 
■ 第７期経過介護実態調査の回答状況 

 調査票の配布数(人) 有効回答数(人) 有効回答率(％) 

市全域 300 146 48.7％ 

④ 介護人材実態調査の回答状況 
■ 介護人材実態調査の回答状況 

 調査票の配布数(人) 有効回答数(人) 有効回答率(％) 

市全域 547 403 73.7％ 

⑤ 介護休業制度等実態調査の回答状況 
■ 介護休業制度等実態調査の回答状況 

 調査票の配布数(人) 有効回答数(人) 有効回答率(％) 

市全域 1,960 489 24.9％ 
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（３）各調査票 
① 「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」調査票 
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② 「在宅介護実態調査」調査票 
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③ 「第７期経過介護実態調査」調査票 
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④ 「介護人材実態調査」調査票 
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⑤ 「介護休業等実態調査」調査票 
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９ 用語解説 
英数字 
◇ＩＡＤＬ（手段的日常生活動作：Instrumental Activity of Daily Livingの略） 

日常生活の基本的な動作の中でも、より高度な運動や記憶力を必要とされる動作について、

どれだけ独力でできるかを図るための指標。具体的には、買い物、調整、洗濯、電話、薬の管

理、財産管理、乗り物等の日常生活上の複雑な動作をいう。 

◇ＩｏＴ（モノのインターネット：Internet of Thingsの略） 

パソコン類以外のモノをインターネットに接続し、情報交換することにより相互に制御する

仕組みを指す。モノに各種センサー等を取り付け、インターネットを介してモニターしたり、

コントロールしたりすることで、さまざまな課題解決を目指す。 

◇ＩＣＴ（情報通信技術：Informaition and Communication Technologyの略） 

通信技術を活用したコミュニケーションを指す。ＩＴ（情報技術：Information Technology）

とほぼ同義だが、ＩＴではハードウェアやソフトウェア、インフラなどコンピュータ関連の技

術そのものを指すのに対し、ＩＣＴでは情報を伝達することおよび医療や教育などにおける技

術の活用方法、またはその方法論等を指す。 

◇ＮＰＯ（民間非営利組織：Ｎon Profit Organizationの略） 

ボランティア活動や営利を目的としない各種の公益活動、市民活動を行う組織・団体。その

うち特定非営利活動促進法に基づく一定条件を満たして認定を受けた『特定非営利活動法人』

を通称ＮＰＯ法人という。医療、福祉、環境、文化、芸術、スポーツ、まちづくり、国際協力、

人権、平和、社会教育等の分野で活動をしている。 

◇ＰＤＣＡサイクル 

Plan（計画）・Do（実行）・Check（評価）・Action（改善）を繰り返すことによって、計

画や事業等の管理業務を継続的に改善していく手法のこと。 

あ行 
◇アウトリーチ 

支援が必要であるにもかかわらず、何らかの理由で自ら支援を求めるのが難しいなど支援が届

いていない人に対し、行政や支援機関などが積極的に働きかけて情報・支援を届けるプロセス。 

◇一般介護予防 

すべての高齢者を対象に、住民互助や民間サービス等との連携を通じて、介護が必要になる

前の状態から予防と健康・生活の向上を目的とした事業。心身機能の維持・向上だけでなく、

日常生活動作の向上や社会活動への参加、生きがいづくり等へ働きかけることを重視する。 

◇一般高齢者（旧一次予防事業対象者） 

要支援・要介護認定者を除く 65歳以上の高齢者のうち、基本チェックリストを用いた判定

で元気高齢者、介護予防事業対象者、生活支援事業対象者に該当していない者。 

◇尾張東部権利擁護支援センター 

尾張東部地区５市１町（瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市、東郷町）の委託を

受けて運営されるＮＰＯ法人。認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など、法律・契約行為

や自らの利益確保に支援を必要としている者またはその周りの人々に対して、福祉的配慮に基

づく後見事務の提供、権利擁護に関する相談支援、啓発活動等の支援事業を行い、市民福祉の

向上および日常生活の安寧を図ることを目的とする。愛称は「あすライツ」。 
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か行 
◇介護サービス相談員 

介護サービス施設・事業所に出向いて、サービス利用者等の相談や利用者が施設に対して言

いにくい事柄を代弁し、利用者と施設の両者の橋渡しをすることで、問題の改善や介護サービ

スの質の向上、調整を行う者。 

◇介護支援専門員（ケアマネジャー） 

要介護等認定者からの相談に応じるとともに、要介護等認定者が心身の状況に応じた適切な

サービスを受けられるよう、ケアプラン（介護サービス等の提供についての計画）の作成や市

区町村・サービス事業者・施設等との連絡調整を行う者。 

◇介護保険制度 

加齢に伴う病気等で要介護状態となり、食事・排せつ・入浴等の介護、機能訓練、看護・療

養上の管理等の医療が必要な方に対して、一定割合の自己負担で保健医療サービス、福祉サー

ビスを提供する制度。 

◇介護保険料 

介護保険事業に要する費用に充てるために拠出する保険料。市区町村（保険者）が被保険者

から徴収する。第１号被保険者の保険料は、一定の基準により算定した額（基準額）に所得に

応じた率を乗じて得た額となる。第２号被保険者の保険料は、加入している医療保険の算定方

法に基づき算定した額となり、医療保険の保険料と一括して徴収される。 

◇介護予防支援 

要支援認定者がサービスを適切に利用できるように、地域包括支援センターの保健師等が、

介護予防サービス計画を作成するとともに、計画に基づくサービス提供が確保されるように事

業者等との連絡調整を行う。 

◇介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業） 

要支援認定者の多様な生活ニーズに対応するため、従来介護予防給付として提供されていた

全国一律の介護予防訪問介護（ヘルパー）および介護予防通所介護（デイサービス）を、市町

村が地域の実情に応じて実施する地域支援事業に移行し、要支援認定者自身の能力を最大限に

活かしつつ、既存の介護保険事業所のほかＮＰＯやボランティア等による多様なサービスを総

合的に提供する仕組み。平成27年４月１日施行の改正介護保険法の中に位置づけられたもの。

訪問型・通所型サービス等からなる介護予防・生活支援サービス事業と、介護予防普及啓発事

業等からなる一般介護予防事業のサービスがある。 

◇居宅介護支援 

在宅の要介護認定者がサービスを適切に利用できるように、居宅介護支援事業所が居宅サー

ビス計画を作成するとともに、計画に基づくサービス提供が確保されるように事業者等との連

絡調整を行い、介護保険施設等への入所が必要な場合は紹介等を行う。 

◇ケアプラン 

利用者個々のニーズに合わせた介護保険制度内外の適切な保健・医療・福祉サービスが提供

されるように、ケアマネジャーが、ケアマネジメントという手法を用い、利用者・家族と相談

しながら作成するサービスの利用計画。   



資 料 編 

165 

◇ケアマネジメント 

生活困難な状態になり援助を必要とする利用者が、迅速かつ効果的に、必要とされるすべて

の保健・医療・福祉サービスを受けられるように調整することを目的とした援助展開の方法。

①インテーク（導入）、②アセスメント（課題分析）の実施、③ケアプラン原案の作成、④サー

ビス担当者会議の開催、⑤ケアプランの確定と実施（ケアプランに沿ったサービス提供）、⑥

モニタリング（ケアプランの実施状況の把握）、⑦評価（ケアプランの見直し）、⑧終了からな

る。利用者と社会資源の結び付けや、関係機関・施設との連携において、この手法が取り入れ

られている。介護保険においては、「居宅介護支援」「介護予防支援」等で行われている。 

◇権利擁護 

自己の権利や援助のニーズを表明することの困難な認知症高齢者や障害者等に代わって、援

助者が代理としてその権利やニーズ獲得を行うこと。 

◇高齢化率 

高齢者人口（65歳以上人口）が総人口に占める割合。 

◇国保連合会（国民健康保険団体連合会） 

国民健康保険法の第 83条に基づき、会員である保険者（市区町村および国保組合）が共同

して、国保事業の目的を達成するために必要な事業を行うことを目的にして設立された公法人。 

さ行 
◇サービス付き高齢者向け住宅 

「高齢者の居住の安定確保に関する法律（高齢者住まい法）」第 5条に基づき、介護・医療

と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の高齢者向けの賃貸住

宅または有料老人ホーム。安否確認・生活相談サービスの提供が義務付けられており、住み慣

れた環境で必要なサービスを受けながら暮らし続けることを目的とする。 

◇在宅介護 

病気・障害や老化のために生活を自立して行うことができない方が、自分の生活の場である

家庭において介護を受けること。またはその方に対して家庭で介護を提供すること。 

◇事業対象者 

生活機能が低下し、介護が必要になるおそれのある高齢者を早期に把握するために用いる基

本チェックリストにおいて、日常生活の様子や運動機能、栄養状態、口腔機能等の項目に該当

した第１号被保険者。 

◇社会福祉協議会 

社会福祉法の規定に基づき組織される地域福祉の推進を目的とする団体。一般的には、「社協」

の略称で呼ばれる場合が多い。市区町村を単位とする市区町村社会福祉協議会、指定都市の区を

単位とする地区社会福祉協議会、都道府県を単位とする都道府県社会福祉協議会がある。社会福

祉を目的とする事業を経営する者および社会福祉に関する活動を行う者が参加するものとされ

ており、さまざまな福祉サービスや相談、ボランティア活動や市民活動の支援、共同募金等地域

の福祉の向上に取り組んでいる。介護保険制度下のサービスを提供している社協もある。   
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◇社会福祉法人 

社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法に基づいて設立された法人。社会福祉法人

は、一般社団法人および一般財団法人に関する法律や公益社団法人および公益財団法人の認定

等に関する法律に規定される公益法人に比べて設立要件を厳しくしており、公益性が極めて高

い法人であるといえる。このため、自主的な事業経営の基盤強化、透明性の確保、提供するサ

ービスの質の向上といった観点が求められる一方、税制上の優遇措置等がとられるといった特

徴がある。介護保険制度下のサービスを提供する主な法人の一つ。 

◇若年性認知症 

65 歳未満で発症した認知症。本人や配偶者が現役世代のため、認知症になることで経済的

な困窮や、子への心理的影響が大きい等の問題が考えられる。 

◇住所地特例 

施設等に入所する場合に、住民票を移しても、移す前の市町村が引き続き保険者となる仕組

み。介護保険においては、地域保険の考え方から住民票のある市町村が保険者となるのが原則

であるが、介護保険施設等の所在する市町村に給付費の負担が偏り、施設等の整備が円滑に進

まないおそれがあるため、特例として設けられている。 

◇小規模多機能型居宅介護 

利用者（要介護等認定者）の心身の状況や置かれている環境に応じて、利用者の選択に基づ

き、居宅に訪問し、または拠点に通わせ、もしくは拠点に短期間宿泊させ、入浴・排せつ・食

事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事等や機能訓練を行うもの。 

◇生活援助員 

高齢者世話付住宅に居住する高齢者に対し、その者の居住する住宅に併設または隣・近接す

るデイサービス運営事業を実施する老人福祉施設等から派遣され、生活指導・相談、安否の確

認、一時的な家事援助、緊急時の対応等のサービスを提供し、高齢者が自立して安全かつ快適

な生活を営むことができるよう、その在宅生活を支援する者。 

◇生活支援・介護予防サービス 

要介護状態になることをできるだけ防ぐとともに、要支援状態になっても状態の悪化を防ぐ

ことに重点をおいたサービス。要介護認定・要支援認定で「要支援１」「要支援２」に認定され

た方が利用するサービスに相当する。 

◇生活支援コーディネーター 

高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進していくことを目的とし、地域にお

いて、生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能（主に資源

開発やネットワーク構築の機能）を果たす者をいう。 

◇生活習慣病 

食事や運動・喫煙・飲酒・ストレスなどの生活習慣が深く関与し、発症の原因となる疾患の

総称。がん・脳血管疾患・心疾患・脳血管疾患や心疾患の危険因子となる動脈硬化症・糖尿病・

高血圧症・脂質異常症等。 

◇成年後見制度 

認知症や障害等の理由で判断能力の不十分な方に代わり、財産を管理したり、身のまわりの世

話のために介護等のサービスや施設への入所に関する契約を結んだりする支援を行う制度。   
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た行 
◇第 1号被保険者 

市区町村の区域内に住所を有する 65歳以上の方。要介護認定を申請して、認定されれば介

護保険の給付を受けることができる。 

◇第 2号被保険者 

市区町村の区域内に住所を有する 40歳以上 65歳未満の医療保険加入者。第１号被保険者

と異なり、第２号被保険者の場合は、介護が必要な状態でも介護保険の給付を受けるための条

件がある。 

◇地域共生社会 

社会構造の変化や人々の暮らしの変化を踏まえ、制度・分野ごとの縦割りや「支え手」「受け

手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、世代や分野を超えてつなが

ることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会のこと。 

◇地域ケア会議 

「多分野に及ぶ専門職との連携」と「民生委員や自治会、地区社協といった地域住民と専門

職との協働」により、高齢者が住み慣れた地域でできる限り暮らし続けられるように支えると

ともに地域の社会資源の整備および開発から地域の基盤づくりを進めていく、地域包括ケアシ

ステムの実現に向けた手法として市区町村や地域包括支援センターが開催する会議体。 

◇地域支援事業 

介護保険制度において、被保険者が要介護状態や要支援状態となることを予防するとともに、

要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むこ

とができるよう支援するため、市区町村が行う事業。「介護予防・日常生活支援総合事業（総合

事業）」「包括的支援事業」「任意事業」からなる。 

◇地域包括ケアシステム 

高齢者が住み慣れた地域でできる限り継続して生活を送れるように支えるために、個々の高

齢者の状況やその変化に応じて、介護サービスを中核に、医療サービスをはじめとするさまざ

まな支援（住まい、医療、介護、予防、生活支援）を、継続的かつ包括的に提供する仕組み。

地域包括ケアシステムの実現に向けて、日常生活圏域（中学校区等おおむね 30分以内で必要

なサービスを提供できる圏域）で地域包括ケアを有効に機能させる地域の中核機関として、地

域包括支援センターの制度化が平成 17年の改正介護保険法に盛り込まれた。また平成 23年

の同法の改正においても同様の趣旨の改正が行われた。 

◇地域包括支援センター 

地域の高齢者の心身の健康保持や生活の安定のために必要な援助を行うことを目的として設

けられた施設。市区町村および老人介護支援センターの設置者、一部事務組合、医療法人、社会

福祉法人等のうち包括的支援事業の委託を受けたものが設置することができる。主な業務は、①

包括的支援事業（介護予防ケアマネジメント業務、総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・

継続的ケアマネジメント支援業務）、②介護予防支援、③要介護状態等になるおそれのある高齢

者の把握等で、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の専門職が配置されている。 

◇地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、入所定員 30人未満の介護

老人福祉施設（特別養護老人ホーム）が、常に介護が必要な方の入所を受け入れ、入浴や食事

などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話などを提供する介護サービス。明るく家

庭的な雰囲気があり、地域や家族との結びつきを重視した運営を行う。 
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◇特定健康診査 

日本人の死亡原因の約６割を占める生活習慣病の予防のために、40歳から 74歳までの方

を対象に、メタボリックシンドロームに着目した健診。 

◇特定保健指導 

特定健診の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の

予防効果が多く期待できる方に対して、保健師、管理栄養士等の専門スタッフが行う生活習慣

を見直すための指導。 

な行 
◇日常生活自立支援事業 

認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な方が、地域において自

立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行う事業。 

◇認知症 

一度獲得された知能が、脳の器質的な障害により持続的に低下したり、失われる症状。一般

に認知症は器質障害に基づき、記銘・記憶力、思考力、計算力、判断力、見当識の障害がみら

れ、知覚、感情、行動の異常も伴ってみられることが多い。記憶に関しては、短期記憶がまる

ごと失われることが多いが、長期記憶については保持されていることが多い。 

◇認知症カフェ（せとらカフェ） 

認知症の方、家族介護者や友人、地域住民、そして専門職が、年齢や所属、地域に関係なく

身近で入りやすい場所で開催されるカフェのこと。お茶を飲みながら相談・交流をすることで、

人と人とのつながりが醸成されるとともに、認知症に関する情報を得ることができる。本市で

は、瀬戸市の「せと」と、瀬戸の言葉で「私たち」という意味の「わしら」を組み合わせ、「瀬

戸のひとたちみんな」が気軽に立ち寄ってもらえるようにとの思いから、「せとらカフェ」の

呼称を使用する。 

◇認知症サポーター 

都道府県等が実施主体となる「認知症サポーター養成講座」の受講者で、友人や家族への認

知症に関する正しい知識の伝達や、認知症になった方の手助け等を本人の可能な範囲で行う。

受講者には認知症を支援する目印としてオレンジリングが授与される。 

◇認知症施策推進大綱 

国または地方自治体の認知症に関する施策について、その目標や施策の根本となる方針を定

めたもの。認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を

目指し、認知症の方や家族の視点を重視しながら｢共生｣と｢予防｣を車の両輪として施策を推進

することを基本的な考えとして掲げている。認知症施策推進関係閣僚会議において、令和元年

6月 18日にとりまとめられた。 

◇認知症初期集中支援チーム 

複数の専門職が家族の相談等により認知症が疑われる方や認知症の方およびその家族を訪

問し、アセスメント、家族支援等の初期の支援を包括的、集中的に行い、生活のサポートを行

う集合体。専門医、社会福祉士、保健師、看護師、作業療法士等の医療保健福祉に関する職員

で構成される。   
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◇認知症バリアフリー 

認知症でも不自由や不便を感じることが少ない生活環境が整備されていること。移動手段の

確保や金融機関・小売店へのアクセス方法の工夫、各種サービス利用時の認知症の方への配慮、

消費者をターゲットとした詐欺被害を最小限に抑えるための対策等を指す。 

は行 
◇避難行動要支援者 

高齢者、障害のある方、妊産婦、乳児、その他防災上の観点において特に配慮を要する者（要

配慮者）のうち、災害が発生し、または災害が発生する恐れがある場合に自ら避難することが

困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を要する者をいう。 

◇保険者 

保険契約により保険金を支払う義務を負い、保険料を受ける権利を有する者をいう。介護保

険の保険者は市区町村。 

ま行 
◇民生委員 

民生委員法に基づき、各市区町村の区域に置かれる民間奉仕者。都道府県知事の推薦により

厚生労働大臣が委嘱し、任期は３年とされている。職務は、①住民の生活状態を適切に把握す

ること、②援助を必要とする方が地域で自立した日常生活を営むことができるよう相談・助言・

その他の援助を行うこと、③援助を必要とする方が福祉サービスを適切に利用するための情報

提供等の援助を行うこと、④社会福祉事業者等と密接に連携し、その事業または活動を支援す

ること、⑤福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること、が規定されている。なお、

民生委員は児童福祉法による児童委員を兼務する。介護保険制度下では、制度利用に関する相

談や申請の代行、ケアマネジャー等と連携した利用後のフォロー等の役割を担っている。 

◇もーやっこネットワークシステム 

本市独自の在宅医療介護の連携促進ツール。平成 25年度に運用が開始し、支援機関の連携

強化に利用している。 

や行 
◇有料老人ホーム 

老人福祉法第 29条第１項の規定に基づき、高齢者の福祉を図るため、その心身の健康保持

及び生活の安定のために必要な措置として設けられている、高齢者を入居させ、①食事の提供、

②介護（入浴・排せつ・食事）の提供、③洗濯・掃除等の家事の供与、④健康管理のうちいず

れかのサービスを提供している施設。 

◇要介護認定者 

要介護状態（要介護１～要介護５）にあると認定された被保険者。 

◇要介護状態 

身体又は精神の障害のために、食事・排せつ・入浴等日常生活での基本的な動作について、

継続して常時介護を要すると見込まれる状態。介護の必要の程度により「要介護１」～「要介

護５」に区分される。 
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◇要介護等認定者 

要支援状態（要支援１～要支援２）又は要介護状態（要介護１～要介護５）にあると認定さ

れた被保険者。 

この認定は介護保険制度において、介護給付・予防給付を受けようとする被保険者が給付要

件を満たしているかどうかを確認するためのものであり、保険者である市区町村が、全国一律

の客観的基準（要介護・要支援認定基準）に基づいて行う。認定の手順は、被保険者からの申

請を受けた市町村が被保険者に対し認定調査を行うと同時に、被保険者の主治医に意見書を求

め、これらの調査結果等を介護認定審査会に通知し、要介護・要支援状態への該当、状態区分

等について審査・判定を求める。 

◇要支援認定者 

要支援状態（要支援１～要支援２）にあると認定された被保険者。 

◇要支援状態 

身体または精神の障害のために、食事・排せつ・入浴等日常生活での基本的な動作について、

継続して常時介護を要する状態の軽減・悪化防止のために特に役立つ支援が必要と見込まれる

状態、もしくは身体または精神の障害のために継続して日常生活を営むうえで支障があると見

込まれる状態。支援の必要の程度により「要支援１」・「要支援２」に区分される。 

ら行 
◇リハビリテーション 

心身に障害のある方の全人間的復権を理念として、高齢者や障害者の能力を最大限に発揮さ

せ、その自立を促すために行われる専門的技術。 

◇利用者負担 

福祉サービス等を利用した際に、サービスに要した費用のうち、利用者が支払う自己負担分。

介護保険法においては応益負担（定率負担）が原則とされ、その負担割合はサービスに要した

費用（利用料）の１割～３割である。なお、施設入所等における食費や居住費（滞在費）につ

いては、全額利用者負担となっている（低所得者に対する軽減策〔特定入所者介護サービス費

の支給〕はある）。 

◇老研指標総合評価 

老研式活動能力指標による評価。自立した高齢者を含む在宅高齢者の生活機能について、 

ＩＡＤＬ（手段的自立度）低下、知的能動性低下、社会的役割低下の合計点を用いて評価する。 
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